
 

 

議案第７号 

 

   狭山市立保育所条例の一部を改正する条例 

 狭山市立保育所条例（昭和５５年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表狭山市立柏原保育所の項中「１２０人」を「９１人」に改め、同

表狭山市立笹井保育所の項中「１２０人」を「１１０人」に改め、同表狭山市立狭山

台南保育所の項中「１２０人」を「１０４人」に改め、同表狭山市立山王保育所の項

中「６０人」を「６８人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和２年２月２１日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、狭山市立柏原保育所、狭山市

立笹井保育所、狭山市立狭山台南保育所及び狭山市立山王保育所の入所定員数を改め

たいので、この案を提出するものである。 


